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城
県
自
然
エ
ネ
ル
ギ
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・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
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例
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一
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宮
城
県
自
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ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
条
例
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

宮
城
県
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
条
例

　

前
文
中
「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
」
を
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
」
に
改
め
る
。

　

第
一
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
中
「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
」
を
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
」
を
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
」
に
、
同
条
第
四
項
中
「
宮

城
県
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
審
議
会
」
を
「
宮
城
県
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

促
進
審
議
会
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
中
「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
」
を
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
の
見
出
し
を
「（
宮
城
県
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
審
議
会
）」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
中
「
宮
城
県
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
審
議
会
」
を
「
宮
城
県
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省

エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
審
議
会
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
宮
城
県
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
条
例
（
以
下
「
旧
条

例
」
と
い
う
。）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
基
本
計
画
は
、
改
正
後
の
宮
城
県
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

基
本
計
画
と
み
な
す
。

　

（
委
員
の
任
命
及
び
任
期
の
特
例
）

３ 　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
宮
城
県
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー

等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
審
議
会
の
委
員
で
あ
る
者
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
に
お
い
て
新
条
例
第
十
七
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
県
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
促
進
審
議
会
の
委
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た

も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
の
任
期
は
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
に
お
け
る
旧
条
例
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
宮
城
県
自
然
エ
ネ
ル

ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
審
議
会
の
委
員
と
し
て
の
任
期
の
残
任
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。

　

（
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４ 　

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

 　

別
表
宮
城
県
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
審
議
会
の
委
員
の
項
中
「
宮
城
県
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー

等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
審
議
会
」
を
「
宮
城
県
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
審
議
会
」
に
改

め
る
。
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